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１【提出理由】

　平成29年６月27日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月27日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

　　　　　　ⅰ:「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成25年法律第103号）が平成26年11月25日に

　　　　　　施行され、「薬事法」の名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

　　　　　　法律」（略称：医薬品医療機器等法）に改正となりましたので、現行定款第２条（目的）の一部を

　　　　　　変更するものであります。

　　　　　　ⅱ:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する

　　　　　　法律」（平成 27 年法律第 73 号）が平成27年９月30日に施行され、特定労働者派遣事業（届出制）

　　　　　　と一般労働者派遣事業（許可制）の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制となりました

　　　　　　ので、現行定款第２条（目的）の一部を変更するものであります。

第２号議案　取締役６名選任の件

上原　彩美、紀伊　克彦、中島　洋介、吉田　邦臣を取締役に選任するものであります。

鴇崎　俊也、佐々木　吉博を社外取締役に選任するものであります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果
 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 64,522 1,140 － （注）1 可決　98.26%

第２号議案      

上原　彩美 64,962 1,210 －  可決　98.17%

紀伊　克彦 64,962 1,210 －  可決　98.17%

中島　洋介 64,962 1,210 － （注）2 可決　98.17%

吉田　邦臣 64,646 1,526 －  可決　97.69%

鴇崎　俊也 64,962 1,210 －  可決　98.17%

佐々木　吉博 64,961 1,211 －  可決　98.17%

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議　　決権の３分の２以上の賛成による。

　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議　　決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上
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